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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の表面に配設され、画像を表示する表面表示部と、
　前記筐体の裏面に配設され、画像を表示する裏面表示部と、
　前記筐体の表面に配設され、第１の像を撮影する表面撮像部と、
　前記筐体の裏面に配設され、第２の像を撮影する裏面撮像部と、
　前記表面撮像部で撮影された前記第１の像および前記裏面撮像部によって撮影された前
記第２の像に人物の顔が写っているか否かを認識し、該人物の顔が写っていた像を撮影し
た前記表面撮像部および前記裏面撮像部のうちいずれか一方の撮像部側の面をユーザが対
面している面として検知する対面検知部と、
　前記ユーザが対面している面に配設されている前記表面表示部および前記裏面表示部の
うちいずれかの一方の表示部の画像表示を有効とし、他方の表示部の画像表示を無効とす
るディスプレイ制御部とを備え、
　前記対面検知部は、前記表面撮像部によって撮影された前記第１の像および前記裏面撮
像部によって撮影された前記第２の像の両方に人物の顔が写っていた場合には、該撮影さ
れた前記第１の像および前記第２の像に写っている人物の目の間隔をそれぞれ取得し、該
目の間隔の差分が閾値以上であったら、該目の間隔が広い像を撮影した前記表面撮像部お
よび前記裏面撮像部のうちいずれか一方の撮像部側の面を前記ユーザが対面している面と
して検知することを特徴とする端末装置。
【請求項２】
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　筐体の表面に配設され、画像を表示する表面表示部と、
　前記筐体の裏面に配設され、画像を表示する裏面表示部と、
　前記表面表示部に重畳され、接触を検出する表面タッチセンサと、
　前記裏面表示部に重畳され、接触を検出する裏面タッチセンサと、
　前記表面タッチセンサおよび前記裏面タッチセンサが検出した接触物の接触面の重心点
座標をそれぞれ取得し、該接触面の重心点座標の分散をそれぞれ算出し、該算出されたそ
れぞれの分散の差分が閾値以上であったら、前記表面タッチセンサおよび前記裏面タッチ
センサのうちいずれか一方の該分散が大きいタッチセンサ側の面をユーザが対面している
面として検知する対面検知部と、
　前記表面表示部および前記裏面表示部のうち、前記ユーザが対面している面に配設され
ている前記表面表示部および前記裏面表示部のうちいずれか一方の表示部の画像表示を有
効とし、他方の表示部の画像表示を無効とするディスプレイ制御部と、
を備えることを特徴とする端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筐体の表面および裏面にそれぞれ配設され画像を表示する表面表示部および
裏面表示部を備える端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　端末装置には、筐体の表面および裏面の両方に配設されたディスプレイ、いわゆる両面
ディスプレイを有するものがある。これによりユーザの利便性を高めることができるもの
の、ユーザはいずれか一方のディスプレイしか見ることができないため、両方のディスプ
レイを有効（画像を表示している状態）にしていると、ユーザが見ることができないディ
スプレイにおいて無駄に電力を消費することとなる。そこで例えば特許文献１では、両面
ディスプレイを備えた折り畳み式携帯端末装置において、重力センサによって携帯端末装
置の角度（姿勢）を検出し、その検出結果によりディスプレイの表示のオンオフを制御し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８１８６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら特許文献１のように重力方向と逆の方向にあるディスプレイをオン（有効
）にする制御であると、ユーザが仰向けに寝た状態で上を向いて携帯端末装置を操作する
場合に、ユーザが見ることができない上面側のディスプレイが有効になってしまう。この
ように特許文献１の携帯端末装置ではディスプレイのオンオフに誤判断が生じるため、ユ
ーザは有効なディスプレイを切り替えるためにいちいち反転ボタンを押下しなければなら
ず、煩わしい操作を強いられていた。また特許文献１の構成であると、携帯端末装置が、
重力センサの出力値によるディスプレイのオンオフの判断範囲値の境界となる姿勢をとり
続けた際に、ディスプレイのオンオフが切り替わり続けてしまう。
【０００５】
　本発明は、このような課題に鑑み、有効にするディスプレイを正確に制御することがで
き、利便性の向上を図ることが可能な端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる端末装置の代表的な構成は、筐体の表面お
よび裏面にそれぞれ配設され画像を表示する表面表示部および裏面表示部を備える端末装



(3) JP 6046384 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

置であって、筐体の表面および裏面にそれぞれ配設され画像を撮影する表面撮像部および
裏面撮像部と、表面撮像部および裏面撮像部によって撮影された画像に人物の顔が写って
いるか否かを認識し、人物の顔が写っていた画像を撮影した撮像部側の面をユーザが対面
している面として検知する対面検知部と、表面表示部および裏面表示部のうち、ユーザが
対面している面に配設されている表示部の画像表示を有効とし、ユーザが対面していない
面に配設されている表示部の画像表示を無効とするディスプレイ制御部と、を備えること
を特徴とする。
【０００７】
　上記の対面検知部は、表面撮像部および裏面撮像部によって撮影された画像の両方に人
物の顔が写っていた場合には、撮影されたそれぞれの画像に写っている人物の目の間隔を
取得し、目の間隔の差分が閾値以上であったら、目の間隔が広かったほうの画像を撮影し
た撮像部側の面をユーザが対面している面として検知するとよい。
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる端末装置の他の構成は、筐体の表面および
裏面にそれぞれ配設され画像を表示する表面表示部および裏面表示部を備える端末装置で
あって、表面表示部および裏面表示部それぞれに重畳されユーザの指の接触を検出する表
面タッチセンサおよび裏面タッチセンサと、表面タッチセンサおよび裏面タッチセンサが
検出したユーザの指の接触面積をそれぞれ取得し、接触面積の単位時間あたりの平均値を
それぞれ算出し、平均値の差分が閾値以上であったら、平均値が大きいタッチセンサ側の
面をユーザが対面している面として検知する対面検知部と、表面表示部および裏面表示部
のうち、ユーザが対面している面に配設されている表示部の画像表示を有効とし、ユーザ
が対面していない面に配設されている表示部の画像表示を無効とするディスプレイ制御部
と、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明にかかる端末装置の他の構成は、筐体の表面および
裏面にそれぞれ配設され画像を表示する表面表示部および裏面表示部を備える端末装置で
あって、表面表示部および裏面表示部それぞれに重畳されユーザの指の接触を検出する表
面タッチセンサおよび裏面タッチセンサと、表面タッチセンサおよび裏面タッチセンサが
検出したユーザの指の接触面の重心点座標をそれぞれ取得し、接触面の重心点座標の分散
をそれぞれ算出し、算出されたそれぞれの分散の差分が閾値以上であったら、分散が大き
いタッチセンサ側の面をユーザが対面している面として検知する対面検知部と、表面表示
部および裏面表示部のうち、ユーザが対面している面に配設されている表示部の画像表示
を有効とし、ユーザが対面していない面に配設されている表示部の画像表示を無効とする
ディスプレイ制御部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、有効にするディスプレイを正確に制御することができ、利便性の向上
を図ることが可能な端末装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１実施形態にかかる携帯電話の外観斜視図である。
【図２】第１実施形態にかかる携帯電話の機能ブロック図である。
【図３】第１実施形態の携帯電話における画像表示の制御の制御について説明するフロー
チャートである。
【図４】第１実施形態の動作を説明するイメージ図である。
【図５】第２実施形態にかかる携帯電話の外観斜視図である。
【図６】第２実施形態にかかる携帯電話の機能ブロック図である。
【図７】第２実施形態の携帯電話における画像表示の制御の制御について説明するフロー
チャートである。
【図８】第２実施形態の動作を説明するイメージ図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするた
めの例示にすぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細
書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号
を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略す
る。
【００１３】
　また理解を容易にするために、以下に説明する実施形態では、端末装置として携帯電話
（以下、携帯電話１００と称する）を例示するが、これに限定するものではない。本発明
は、後述するように筐体１０２の表面１０２ａおよび裏面１０２ｂの両方に表示部を有す
る端末装置であれば如何なるものにも適用可能であり、端末装置は、例えばＰＨＳ端末、
ノート型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ハンディＧ
ＰＳ、ナビゲーション装置、ネットブック等であってもよい。
【００１４】
　図１は、第１実施形態にかかる携帯電話１００の外観斜視図であり、図１（ａ）は携帯
電話１００の表側の外観斜視図であり、図１（ｂ）は携帯電話１００の裏側の外観斜視図
である。本実施形態の携帯電話１００（スマートフォン）には、図１（ａ）に示すように
筐体１０２の表面１０２ａに表面表示部である表面ディスプレイ１２２が配設されていて
、図１（ｂ）に示すように筐体１０２の裏面１０２ｂに裏面表示部である裏面ディスプレ
イ１３２が配設されている。すなわち本実施形態の携帯電話１００は、両面ディスプレイ
（ダブルディスプレイ）を有する。
【００１５】
　また図１（ａ）および（ｂ）に示すように、本実施形態の携帯電話１００には、筐体１
０２の表面１０２ａおよび裏面１０２ｂそれぞれに、表面撮像部および裏面撮像部として
カメラ（以下、インカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４０ｂと称する）が配設されて
いる。更に、携帯電話１００の表面１０２ａおよび裏面１０２ｂには、かかる携帯電話１
００の電源のオンオフ、およびスリープ状態を解除する際に押下されるスイッチボタン１
０４ａ・１０４ｂ（物理キー）が配設されている。
【００１６】
　図２は、第１実施形態にかかる携帯電話１００の機能ブロック図である。図２に示すよ
うに、携帯端末１００は制御部１１０を有する。かかる制御部１１０は、中央処理装置（
ＣＰＵ）を含む半導体集積回路により携帯電話１００全体の機能を管理および制御し、例
えば記憶部（不図示）に記憶されているプログラムを用いて通話機能やメール送受信機能
等を実行する。
【００１７】
　また本実施形態では、制御部２０２は対面検知部１１２およびディスプレイ制御部１１
４としても機能する。対面検知部１１２は、インカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４
０ｂによって撮影された画像に人物の顔が写っているか否かを認識し、人物の顔が写って
いた画像を撮影したカメラ側（撮像部側）の面をユーザが対面している面として検知する
。ディスプレイ制御部１１４は、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２
のうち、ユーザが対面している面に配設されているディスプレイ（表示部）の画像表示を
有効とし、ユーザが対面していない面に配設されているディスプレイ（表示部）の画像表
示を無効とする。なお、対面検知部１１２およびディスプレイ制御部１１４については、
後にフローチャートを用いて詳述する。
【００１８】
　表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２は、液晶ディスプレイ（Liquid
 Crystal Display）、有機ＥＬ（Electro Luminescence）等で構成され、写真画像やアプ
リケーションの動作画面、通話における通話先や発信元などの情報をユーザに対して表示
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する。また本実施形態では、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２それ
ぞれに、透明の素材で形成され、ユーザの指の接触を検出する表面タッチセンサ１２４お
よび裏面タッチセンサ１３４が、かかる表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ
１３２を視認可能に重畳されている。これにより、表面ディスプレイ１２２および表面タ
ッチセンサ１２４によって表面タッチパネルディスプレイ１２０が、裏面ディスプレイ１
３２および裏面タッチセンサ１３４によって裏面タッチパネルディスプレイ１３０が構成
され、それらを、ユーザの指の接触によりユーザ入力を受け付ける入力部として機能させ
ることができる。
【００１９】
　なお、表面タッチセンサ１２４および裏面タッチセンサ１３４によるユーザ入力の検知
方式としては、静電容量式でもよいし、感圧式であってもよい。また本実施形態において
は、表面タッチセンサ１２４および裏面タッチセンサ１３４を含む表面タッチパネルディ
スプレイ１２０および裏面タッチパネルディスプレイ１３０を入力部として例示したが、
これに限定するものではない。入力部は、キーボード、十字キー、ジョイスティック等の
可動スイッチであってもよいし、それらに加えて表面タッチパネルディスプレイ１２０お
よび裏面タッチパネルディスプレイ１３０を備える構成としてもよい。例えば本実施形態
では、上述したように表面タッチパネルディスプレイ１２０および裏面タッチパネルディ
スプレイ１３０に加えて、筐体１０２の表面１０２ａおよび裏面１０２ｂにスイッチボタ
ン１０４ａ・１０４ｂを設けている。
【００２０】
　インカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４０ｂは、ＣＣＤ（Charge Coupled Device
）やＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等の映像素子で構成され、
静止画や動画を撮影する。本実施形態のようにインカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１
４０ｂが表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２と同じ面に配置されてい
ることにより、携帯電話１００において、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレ
イ１３２と対面しているユーザの顔画像を撮影することが可能となる。
【００２１】
　加速度センサ１５０は、３軸加速度センサであって、ＸＹＺ軸の３方向の加速度を検知
し、検知した加速度によって携帯電話１００の重力方向、ひいては携帯電話１００の姿勢
を把握する。本実施形態では、加速度センサ１５０としてピエゾ抵抗型ＭＥＭＳ（Micro 
Electro echanical System）を例示するが、これに限定するものではなく、静電容量型や
熱検知型等の加速度センサも好適に用いることができる。
【００２２】
　次に、本実施形態の携帯電話１００の表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ
１３２における画像表示の制御について説明しながら、上述した対面検知部１１２および
ディスプレイ制御部１１４について詳述する。図３は第１実施形態の携帯電話１００にお
ける画像表示の制御の制御について説明するフローチャート、図４は第１実施形態の動作
を説明するイメージ図である。
【００２３】
　図３に示すように、スイッチボタン１０４ａ・１０４ｂのいずれか一方が押下されるこ
とにより、携帯電話１００の電源がオンになった、またはスリープが解除されたら（ステ
ップＳ３０２）、ディスプレイ制御部１１４は、押されたスイッチボタンが配設されてい
る側の面のディスプレイの画像表示が有効となり、押されなかったスイッチボタンが配設
されている側の面のディスプレイの画像表示が無効となるよう、表面ディスプレイ１２２
および裏面ディスプレイ１３２を制御する（ステップＳ３０４）。これにより、携帯電話
１００の電源投入時またはスリープ解除時の有効ディスプレイが決定される。
【００２４】
　次に、制御部１１０はインカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４０ｂを起動させ、イ
ンカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４０ｂによって画像を撮影する（ステップＳ３０
６）。画像が撮影されたら、対面検知部１１２はかかる画像に人物の顔が写っているか否
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かを認識する（ステップＳ３０８）。インカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４０ｂに
よって撮影された画像のうち、いずれか一方のみに人物の顔が写っていたら（ステップＳ
３１０のＹＥＳ）、対面検知部１１２は、その画像を撮影したカメラ側の面をユーザが対
面している面として検知する（ステップＳ３１２）。
【００２５】
　ステップＳ３１２においてユーザが対面している面が検知されたら、ディスプレイ制御
部１１４は、ユーザが対面している面に配設されているディスプレイの画像表示を有効と
し、ユーザが対面していない面に配設されているディスプレイの画像表示を無効になるよ
う、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２を制御する（ステップＳ３１
４）。そして、電源の切断または携帯電話１００がスリープ状態になるまで（ステップＳ
３３２のＮＯ）、ステップＳ３０６以降のステップを間欠的に繰り返す。
【００２６】
　上記構成により、携帯電話１００（端末装置）が如何なる姿勢で使用されている場合で
あっても、ユーザが見ているディスプレイ、すなわち有効にするべきディスプレイを正確
に制御することができる。例えば図４には、ユーザが寝そべって携帯電話１００を操作し
ていて、表面側がユーザに対面している状態を示している。このような状態ではインカメ
ラ１４０ａにユーザの顔が映り、アウトカメラ１４０ｂには天井が映ることになる。ここ
で上記の構成によれば、表面側が下方を向いている（裏面側の仰角が閾値以上である）に
もかかわらず、表面ディスプレイ１２２をアクティブにすることができる。したがって、
ユーザによるディスプレイを切り替えるための操作が不要になり、利便性を高めることが
可能となる。
【００２７】
　一方、インカメラ１４０ａおよびアウトカメラ１４０ｂによって撮影された画像のうち
、人物の顔が写っていた画像が一方のみではなく（ステップＳ３１０のＮＯ）、両方の画
像において人物の顔が認識された場合（ステップＳ３１６のＹＥＳ）、本実施形態では、
対面検知部１１２はそれぞれの画像に写っている人物の目の間隔を取得する（ステップＳ
３０８）。そして、対面検知部１１２は、それぞれの画像における目の間隔の差分を算出
する（ステップＳ３２０）。
【００２８】
　ステップＳ３２０において算出した目の間隔の差分が所定の閾値以上であったら（ステ
ップＳ３２２のＹＥＳ）、対面検知部１１２は、目の間隔が広かったほうの画像を撮影し
たカメラ側の面をユーザが対面している面として検知する（ステップＳ３２４）。そして
、ディスプレイ制御部１１４は、上述したように表面ディスプレイ１２２および裏面ディ
スプレイ１３２の制御を行う（ステップＳ３１４）。これにより、インカメラ１４０ａお
よびアウトカメラ１４０ｂによって撮影された画像の両方に人物の顔が写っていた場合で
あっても、ユーザが対面している面を正確に検知することができる。したがって、有効に
するべきディスプレイの誤判定が生じることがなく、ユーザの利便性を更に高めることが
可能となる。
【００２９】
　更に本実施形態では、ステップＳ３０６においてインカメラ１４０ａおよびアウトカメ
ラ１４０ｂによって撮影された画像のいずれにも人物の顔が写っていなかった場合（ステ
ップＳ３１６のＮＯ）、およびステップＳ３２０において算出した目の間隔の差分が所定
の閾値未満であったら（ステップＳ３２２のＮＯ）、制御部１１０は、加速度センサ１５
０によって携帯電話１００の姿勢を検知する（ステップＳ３２６）。
【００３０】
　そして、ステップＳ３２６において検知された姿勢において携帯電話１００の仰角が閾
値以上であったら（ステップＳ３２８のＹＥＳ）、対面検知部１１２は、上側の面をユー
ザが対面している面として検知し（ステップＳ３３０）、ディスプレイ制御部１１４は、
上述したように表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２の制御を行う（ス
テップＳ３１４）。これにより、ステップＳ３０６において撮影された画像によるユーザ
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の対向している面の判断が困難な場合であっても、有効にするべきディスプレイを適切に
決定することが可能となる。
【００３１】
　一方、携帯電話１００の仰角が閾値未満であったら（ステップＳ３２８のＮＯ）、ディ
スプレイ制御部１１４は、ステップＳ３０４において制御したディスプレイの設定を変更
しない。そして、制御部１１０は、電源の切断または携帯電話１００がスリープ状態にな
るまで（ステップＳ３３２のＮＯ）、ステップＳ３０６以降のステップを繰り返す。
【００３２】
　上記説明したように第１実施形態にかかる携帯電話１００によれば、インカメラ１４０
ａおよびアウトカメラ１４０ｂによって撮影された画像によってユーザが対面している面
を判断することにより、携帯電話１００（端末装置）の姿勢によることなくディスプレイ
を制御することができ、ユーザが見ているディスプレイを正確に有効にすることが可能と
なる。これにより、ユーザによるディスプレイを切り替えるための操作が不要になり、利
便性を高めることが可能となる。
【００３３】
（第２実施形態）
　次に、第２実施形態にかかる携帯電話２００について説明する。図５は、第２実施形態
にかかる携帯電話２００の外観斜視図である。図６は、第２実施形態にかかる携帯電話２
００の機能ブロック図である。図７は第２実施形態の携帯電話２００における画像表示の
制御の制御について説明するフローチャート、図８は第２実施形態の動作を説明するイメ
ージ図である。なお、第２実施形態では、第１実施形態の携帯電話１００の説明と重複す
る構成要素および動作については、同一の符号を付すことにより説明を省略する。
【００３４】
　図５に示すように、第２実施形態の携帯電話２００も、筐体１０２の表面１０２ａおよ
び裏面１０２ｂのそれぞれに表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２が配
設された両面ディスプレイ（ダブルディスプレイ）を有する。また第１実施形態の携帯電
話１００では筐体１０２の表面１０２ａおよび裏面１０２ｂのそれぞれにスイッチボタン
１０４ａ・１０４ｂ（物理キー）が配設されていたのに対し、本実施形態の携帯電話２０
０では、筐体の側面１０２ｃにスイッチボタン１０４ｃが配設されている。
【００３５】
　更に本実施形態の特徴として、図６に示す対面検知部２１２は、表面タッチセンサ１２
４および裏面タッチセンサ１３４が検出したユーザの指の接触面の重心点座標や接触面積
を参照することにより、ユーザが対面している面を検知する。以下、その詳細について図
７を参照して説明する。
【００３６】
　図７に示すように、スイッチボタン１０４ｃが押下されることにより、携帯電話１００
の電源がオンになった、またはスリープが解除されたら（ステップＳ４０２）、ディスプ
レイ制御部１１４は、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２の画像表示
を有効にし、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２の両方に、図５に示
すロック解除画面を表示する（ステップＳ４０４）。そして、表面タッチセンサ１２４ま
たは裏面タッチセンサ１３４のうち、ロック解除操作を受け付けたタッチセンサが重畳さ
れている側の面のディスプレイの画像表示が有効となり、他方の面のディスプレイの画像
表示が無効となるよう、表面ディスプレイ１２２および裏面ディスプレイ１３２を制御す
る（ステップＳ４０６）。これにより、携帯電話２００の電源投入時またはスリープ解除
時の有効ディスプレイが決定される。
【００３７】
　次に、対面検知部２１２は、表面タッチセンサ１２４および裏面タッチセンサ１３４が
検出したユーザの指の接触面の重心点座標をそれぞれ取得し（ステップＳ４０８）、それ
ぞれの接触面の重心点座標の分散を算出し、それぞれの分散の差分を算出する（ステップ
Ｓ４１０）。
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【００３８】
　重心点座標とは、接触を検知した領域全体ではなく、接触を検知した領域の重心（点）
の座標である。すなわち、手のひらによって大きな面積で接触していた場合にも、１点の
座標として変換される。例えば図８には、表面側がユーザに対面していて、裏面側を把持
している状態を示している。図においてタッチパネル１２４・１３４上の枠線は接触して
いる領域の境界線を示し、十字は重心点座標を示している。表面側は操作のために指先で
多数回接触し、裏面側は把持する手が大きな面積で接触している。このとき操作のための
接触は頻繁に離接するため、重心点座標は表面タッチパネル１２４上の様々な位置に分散
する。一方、裏面タッチパネル１３４においては、たまに持ち替えることがあったとして
も、接触面積は大きいものの、重心点座標はほとんど変動しない。このことから、重心点
座標の分散を比較することによって、ユーザに対面している面を判断することが可能であ
る。
【００３９】
　ステップＳ４１０において算出された差分が閾値以上であったら（ステップＳ４１２の
ＹＥＳ）、対面検知部２１２は、分散が大きいタッチセンサ側の面をユーザが対面してい
る面として検知する（ステップＳ４１４）。そして、ディスプレイ制御部１１４は、ユー
ザが対面している面に配設されているディスプレイの画像表示を有効とし、ユーザが対面
していない面に配設されているディスプレイの画像表示を無効になるよう、表面ディスプ
レイ１２２および裏面ディスプレイ１３２を制御する（ステップＳ３１４）。
【００４０】
　一方、ステップＳ４１０において算出された差分が閾値未満であったら（ステップＳ４
１２のＮＯ）、対面検知部２１２は次に、表面タッチセンサ１２４および裏面タッチセン
サ１３４が検出したユーザの指の接触面積をそれぞれ取得し（ステップＳ４１６）、それ
ぞれの接触面積の単位時間あたりの平均値を算出し、それぞれの平均値の差分を算出する
（ステップＳ４１８）。ステップＳ４１８において算出された差分が閾値以上であったら
（ステップＳ４２０のＹＥＳ）、対面検知部２１２は、接触面積の平均値が小さいタッチ
センサ側の面をユーザが対面している面として検知する（ステップＳ４２２）。そして、
ディスプレイ制御部１１４は、上述したように表面ディスプレイ１２２および裏面ディス
プレイ１３２の制御を行う（ステップＳ３１４）。
【００４１】
　上述したステップＳ４１８において算出された接触面積の平均値の差分が閾値未満であ
ったら（ステップＳ４２０のＮＯ）、ディスプレイ制御部１１４は、加速度センサ１５０
によって検知した携帯電話１００の姿勢（仰角）を参照することによりユーザが対面して
いる面を検知する（ステップＳ３２６～Ｓ３３０）。そして、制御部１１０は、電源の切
断または携帯電話２００がスリープ状態になるまで（ステップＳ３３２のＮＯ）、ステッ
プＳ４０８以降のステップを繰り返す。
【００４２】
　上記説明したように、第２実施形態にかかる携帯電話２００によれば、表面タッチセン
サ１２４および裏面タッチセンサ１３４によってユーザが対面している面を判断すること
ができ、携帯電話２００（端末装置）の姿勢によることなくディスプレイを制御すること
が可能である。このような構成によっても、有効にするべきディスプレイを正確に制御す
ることができ、利便性を高めながらも、省電力やプライバシー保護という利点を得ること
が可能となる。
【００４３】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、そ
れらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。なお、本明細書の
携帯端末の動作における各処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿っ
て時系列に処理する必要はなく、並列的あるいはサブルーチンによる処理を含んでもよい
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【００４４】
　なお、上述した実施形態では、対面検知部１１２・２１２は、ステップＳ３２０におい
て算出した目の間隔の差分、ステップＳ４１０において算出された分散の差分、ステップ
Ｓ４１８において算出された接触面積の平均値の差分を、それぞれ閾値以上であるか判断
している。これらの閾値は、ユーザが対面している面を検知することができる値であれば
よく、適宜設定することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
　本発明は、筐体の表面および裏面にそれぞれ配設され画像を表示する表面表示部および
裏面表示部を備える端末装置として利用可能である。
【符号の説明】
【００４６】
１００…携帯電話、１０２…筐体、１０２ａ…表面、１０２ｂ…裏面、１０２ｃ…側面、
１０４ａ…スイッチボタン、１０４ｂ…スイッチボタン、１０４ｃ…スイッチボタン、１
１０…制御部、１１２…対面検知部、１１４…ディスプレイ制御部、１２０…表面タッチ
パネルディスプレイ、１２２…表面ディスプレイ、１２４…表面タッチセンサ、１３０…
裏面タッチパネルディスプレイ、１３２…裏面ディスプレイ、１３４…裏面タッチセンサ
、１４０ａ…インカメラ、１４０ｂ…アウトカメラ、１５０…加速度センサ、２００…携
帯電話、２１２…対面検知部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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